
山口まちづくり懇談会の提言に対する対応状況 

- 1 - 

 

山口地域 令和２年９月２５日開催 

市民のこえ 所管課等 回答及び対応方針 

① コロナ禍の中、河川一斉清掃

ができない状況です。自主的に草

刈りをしている地域もあります

が、今後、河川一斉清掃を行うに

当たっては、草丈が相当伸びてお

り、刈払機を使って草刈りをする

にしても非常に苦労するのではな

いかと心配しています。 

市からも協力をいただきなが

ら、美しい川にしていきたいと思

いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

建設課 本年の河川清掃については、新

型コロナウイルス感染症の状況

や周辺市町村の対応状況等を踏

まえ中止としました。 

このような中、感染予防対策を

行いながら河川清掃を実施して

いただけるとの声があった一部

の地域については、市に届出した

上で、地域の活動として「きれい

な川で住みよいふるさと運動」に

参加いただきました。 

今後も、密集を避けるなど新型

コロナウイルス感染予防を徹底

した中で、地域活動として河川清

掃を実施いただける場合は、従来

と同様に支援してまいりますの

で、建設課に御相談ください。 

② 新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、「新しい生活様式」を

日常生活に取り入れていくことが

重要だと言われています。しかし

ながら、その具体的な事柄が地域

住民に充分に浸透していないよう

に感じます。 

また、これまで様々な地域行事

を中止せざるを得ない状況でした

が、これから地域づくりを進めて

いく中で、地域行事の開催などに

ついて御助言いただければと思い

ます。 

危機管理室 

健康課 

生涯学習課 

「新しい生活様式」では、密集、

密接、密閉の３つの密を避け、身

体的距離の確保やこまめな手洗

い、マスクの着用などを基本とし

ながら感染予防をすることが重

要とされており、市では、これま

で、ホームページのほか、市報に

も情報を掲載し周知を図ってま

いりました。 

公民館活動については、国内に

おける感染症拡大期から現在ま

で、地域の実情に合わせ実施して

いるところです。地域行事におい

ても、新型コロナウイルス感染症

と共存する新しい活動が必要と

考えております。この経験から必

ず行うべきもの、簡略化できるも

の等を精選するとともに、一人ひ

とりが感染予防対策をしっかり
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と行うことが大切です。長期的な

対応が求められる中、地域におい

ても様々な工夫をしながら取り

組んでいただければと思います。 

③ 山口児童館に対しては、これ

まで受入れ時間や送迎などについ

て、様々な要望、提案があったか

と思います。山口児童館の今後の

方向性についてお伺いします。 

 

子育て支援

課 

児童館は、児童に健全な遊びを

与えて、その健康を増進し、又は

情操を豊かにすることを目的と

する児童厚生施設に位置付けら

れているため、山口児童館では、

早朝・延長保育や、３歳未満児の

保育を行っておりません。こうし

た課題を解決するため、市では、

現在、令和４年４月の山口児童館

の認定こども園への移行を目指

し準備を進めているところです。 

 認定こども園へ移行すれば、１

歳児・２歳児の受入ができるよう

になるほか、早朝・延長保育も可

能となります。施設は現在の山口

児童館を市が改修し、運営は公募

により選定した民間事業者が行

う予定です。 

なお、民間事業者の募集を１０

月９日から開始しており、１２月

１１日まで受け付けています。 

④ 地域内には、農業委員会から

認定された遊休農地が複数箇所あ

ります。これらの遊休農地の所有

者に対しては、市から文書等で改

善のお願いをしているようです

が、全く改善されません。市、農

業委員会で所有者を訪問し指導す

るような対応をお願いできればと

思います。 

 また、所有者の自己管理が困難

となったりんごの樹木を、地域の

農業委員会 

農林課 

本市農業委員会では、遊休農地

の所有者に対し、文書指導のほ

か、地元農業委員、農地利用最適

化推進委員の訪問指導を合わせ

て行っています。しかし、所有者

の理解が得られず解消に至らな

い場合もあります。そのような場

合には、地元農業関係者の皆様

と、一体となって解消に努めてま

いりたいと考えていますので御

協力をお願いします。 
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生産者団体が伐採する際に、補助

金を受けられる「病害虫被害拡大

防止事業」が新たに創設されまし

たが、この事業は令和２年度限り

と聞いています。遊休農地は病害

虫の発生源となり、周辺の農地に

影響を及ぼしますので、条例等で

強制的に伐採するなど、遊休農地

を増やさない方法のさらなる検討

をお願いします。 

「病害虫被害拡大防止事業」に

ついては、９月末までに市内４団

体で１．７５ヘクタールの活用が

ありました。今後は樹園地の病害

虫の発生状況を把握しながら、事

業期間の延長等について検討し

ていきたいと思います。 

遊休農地は、農地法により所有

者が農業上の利用の増進を図る

ために適切に必要な措置をとる

よう定められています。今後も農

地法に基づき、市と農業委員会、

関係団体、地域が連携して、遊休

農地の調査や指導、解消事業など

をさらに推進してまいります。 

⑤ 天童パークゴルフ場川原子コ

ースについて、交通安全の問題と

防除に関するお願いです。 

(1) パークゴルフ場に通じる道路

は、駐車場への入口付近でカーブ

していますが、ウインカーを出さ

ずにパークゴルフ場に入っていく

車もあり、小原公民館方面から来

た車が急ブレーキをかけるような

ことがたびたび発生しています。

事故が起こる前に、早めに手を打

っていただきたいと思います。 

また、河川管理道路に一時停止

の標示等をお願いします。交通安

全協会で立て看板を設置していま

すが、なかなか効果がありません。 

(2) 堤防に桜や梅の木がありま

す。以前は防除されていましたが、

市で管理するようになってから１

度も防除されていないようです。

周辺には果樹畑もありますので、

文化スポー

ツ課 

生活環境課 

建設課 

(1) パークゴルフ場入口付近の

市道と河川管理道路の交差点に

関しては、交通安全対策として、

天童警察署から指導をいただき

ながら、８月に外側線の再塗装を

行いました。 

河川管理道路への一時停止看

板等については、現在交通安全協

会の看板も設置されているため、

より皆様が交通ルールを守って

安全に通行していただけるよう、

道路を通行する際の安全運転や

交通ルール遵守のお願いのチラ

シを作成し、パークゴルフ場利用

者に対する注意喚起を行いまし

た。今後も定期パトロールを実施

してまいります。 

(2) 堤防立木の病害虫防除に関

しては、御心配をおかけし申し訳

ありません。１０月１８日と２０

日に防除を行ったところです。 
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病害虫が発生すれば大変なことに

なると思います。こちらも早めの

対応をお願いします。 

 今後とも利用者の皆様からは

安心して快適にお使いいただけ

るよう、また、地域住民の皆様に

は御迷惑をおかけしないよう、計

画的にコース内の環境整備を行

ってまいります。 

⑥ 次の２点について、県に要望

をお願いします。 

(1) 押切川の上山口橋から渡戸橋

の間の右岸に、管理道路が何年か

前に設置されましたが、途中から

はほとんど使われておらず、アカ

シアの樹が大きくなってきていま

す。伐採の要望をお願いします。 

(2) 中山口を流れる土地改良区の

堰がありますが、取水口付近の堆

積の影響からか、川からうまく取

水されていないようです。水が流

れるよう、県に維持管理について

の要望をお願いします。 

ぜひ、市からも尽力いただける

とありがたいです。 

建設課 

農林課 

(1) 押切川の河川管理者である

山形県に伝えたところ、「河川の

支障木については伐採の要望が

多く寄せられているため、この度

御要望のあった箇所を含め、河川

の流下断面の確保など緊急性や

必要性を考慮しながら、河川の維

持管理を進めてまいります。」と

の回答をいただいておりますの

で、御理解をお願いします。 

(2) 現在、取水口を管理する山

口・田麦野土地改良区と、川から

うまく取水できるよう打合せを

行い、作業を実施する計画になっ

ております。 

⑦ 予約制乗合タクシー「ドモス」

は、土曜日や日曜日、祝日は使え

ません。隔週でも構わないので、

ぜひ土曜日も利用できるようにお

願いします。 

生活環境課  予約制乗合タクシー「ドモス」

は最小の経費で効率的な運行を

図るため、平日のみの運行を行っ

ています。土曜日や日曜日、祝日

の運行については、運行している

タクシー事業者の人員や車両の

確保など様々な課題があり、現在

のところ導入する予定はありま

せんが、令和４年度の運行見直し

に向け、調査研究してまいります

ので御理解をお願いします。 

⑧ 介護保険を利用していない高

齢者のための、予防を目的とした

施策の充実をお願いします。 

保険給付課 本市では、介護サービスを必要

としない高齢者の、どなたでも参

加できる介護予防教室として、
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介護保険を利用する方について

は、様々な種類から自分に合った

ものを選んで利用できるようにな

っていますが、利用せずに保険料

を払い続けている方への支援が手

薄だと思います。 

「健康てんどう元気塾」、「元気ウ

キ浮き水中教室」、「元気ゆー湯温

泉教室」、「シャキッと元気に筋ト

レ教室」、「楽しくさわやか脳トレ

教室」などを開催し、介護予防と

健康増進を図っています。 

 また、要介護を受けていない高

齢者が参加できる、心身の機能低

下予防のための「あっぱれ元気

塾」、専門職による機能訓練を一

定の期間で行う「コツコツ運動教

室」を実施しているほか、どなた

でも参加できる通いの場として、

市内１１か所に地域カフェを設

置し、閉じこもり防止や交流を目

的に活用いただいております。 

今後とも要介護にならないよ

う、各々の状態に応じた介護予防

事業の推進に取り組んでまいり

ます。 

 


